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見本

のご案内

新しく 組合員となられた皆さまへ

　 公立学校共済組合は、 公立学校の教職員等と そのご 家族の「 生活の安定」 と「 福祉の向上」 のため、

皆さ まが安心し て仕事に取り 組める 環境を 整える こ と を 目的と し て、 3 つの事業を 行っ ています。

　 公立学校の教職員と し て 採用さ れる と 、 その雇用形態によ り 、 地方公務員の社会保険制度で ある 地方

公務員共済組合に加入する こ と になり ま す。 公立学校の教職員等と し て 採用さ れた皆さ ま は、 地方公務員

共済組合の一つで ある 公立学校共済組合の組合員（ 加入者） にな り ま す。

　 公立学校共済組合に加入する と 、 支部（ 注）から「 組合員証」が交付さ れま す。 組合員証は、 組合員

（ 加入者）であるこ と を 証明する も のですが、 公的な医療保険制度に加入し ている こ と を示す証明書

（ 健康保険証）でも あり ます。 医療機関等で診療を 受ける と き に必要なも のですので、 大切に保管し

てく ださ い。 また、 被扶養者に認定さ れたご家族がいる組合員には、「 被扶養者証」も 交付さ れます。

（ 注） 公立学校共済組合の事務所は、「 本部」と 各都道府県の教育委員会内に置かれた「 支部」があり ます。

　 　  本部は当共済組合の事業の統括をし ており 、 支部は組合員の皆さ まの窓口と なっ ています。

3つの事業を 柱と し ていま す

　 当共済組合が実施する各事業は、 組合員の皆さ まが負担する「 掛金（ 保険料）」と 、 地方公共団体等の事業主

が負担する「 負担金」により 運営さ れています。

皆さ ま が負担する 掛金（ 保険料）

　 掛金（ 保険料）は月ご と に負担し ていただき 、 毎月の給与から 控除さ れま す。 その額は、 標準報酬月額に

基づき 、 事業ごと に掛金（ 保険料）率を 用いて算定し ます。

地方公共団体等の事業主

公立学校共済組合

東京都職員共済組合

市町村職員共済組合
都市職員共済組合

警察共済組合

地方職員共済組合

掛金
（ 保険料）

負担金

民間企業の健康保険に相

当する 事業のほか、 休業

や 災 害に 関する 給 付を

行っています。

人間ドック、メンタルヘルス

対策など の保健事業、貸

付事業、宿泊施設・ 病院

の運営を行っています。

厚生年金、 年金払い退職

給付などを決定、 給付す

る事業を行っています。

国家公務員
▶ 国家公務員共済組合に加入

地方公務員（ 公立学校の教職員等）
▶ 地方公務員共済組合に加入

私立学校の教職員
▶ 日本私立学校振興・ 共済事業団に加入

共
済
組
合
の

※一部の私立学校を除く

公立学校共済組合の　   つの事業3

公立学校の
教職員等と は？

など

公立学校の教職員

都道府県教育委員会の職員

都道府県教育委員会の

所管する 教育機関の職員
（ 都道府県が設置する図書館や博物館等）

地方公務員共済組

合は、 職域な ど に

より 主に次のよ う

に分かれています。種
類

短期給付事業
（ 医療保険）

福祉事業長期給付事業
（ 年金給付等）

組合員証（ 健康保険証）

組合員の皆さ ま

公立学校共済組合は地方公務員共済組合の一つです

公立学校共済組合

が交付さ れます
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　 組合員と その被扶養者の皆さ ま が病気やけがのため病院等で診療を 受けたと き や、 出産、 死亡、

休業や災害にあっ たと き の給付を 行っ ています。 請求手続き が不要な給付と 、 請求手続き が必要な

給付があり ます。

医療機関等の窓口で組合員証（ 被扶養者証）を提示し、診療を受けたときの給付

一般的な例
（ 所得、 年齢によっ て
 負担割合が変わり ます）

請求手続きが必要な主な給付

　 給付金を 請求する と き は、 所定の請求書に必要な書類を 添えて、 所属し ている 支部へ提出し てく

ださ い。 給付事由が生じ た日の翌日から ２ 年以内に請求し ないと 、 給付金が受け取れなく なり ます。

共済組合における

医療保険
一般組合員

短期組合員

　 組合員が加入し ている 公的年金制度のう ち  ①厚生年金保険給付 と   ②年金払い退職給付 を 決定・

支給し ています。 組合員と その遺族の皆さ まに年金や一時金を支給し ています。

共済組合における

年金給付等
一般組合員

病気になっ たと き 休業し 、 給与が減額さ れたと き

災害にあっ たと き

　 公的年金制度には、 全国民共通の  国民年金（ 基礎年金） と 公務員や民間サラ リ ーマン が加入する   

厚生年金保険  があり ます。

　 ま た、 国民年金や厚生年金保険を 補完する も のと し て、  年金払い退職給付  （ 正式名称： 退職等年

金給付） な ど 上乗せ部分の年金があり ま す。 当共済組合の一般組合員は国民年金、 厚生年金保険、

年金払い退職給付の３ つの制度に加入し ています。 なお、 短期組合員は長期給付事業は適用さ れない

ため、 日本年金機構に保険料を 納付し 厚生年金に加入し ま す。

7 割 3 割
公立学校共済組合負担

（ 共済組合が医療機関等に支払います）

組合員負担

医療費総額

療養の給付

家族療養費

療養費（ 家族療養費）

移送費（ 家族移送費）

傷 病 手 当 金 公務によら ない病気やけがで休業し たと き

出 産 手 当 金 出産に伴い休業し たと き

休 業 手 当 金 家族の病気やけがなどの理由により 欠勤し たと き

育児休業手当金 育児休業し たと き

介護休業手当金 介護休業し たと き

災 害 見 舞 金 非常災害で住居や家財に損害を受けたと き

弔慰金（ 家族弔慰金） 非常災害で死亡し たと き

出産し たと き 死亡し たと き

出産費（ 家族出産費） 埋葬料（ 家族埋葬料）

②年金払い退職給付①厚生年金保険給付

窓口で皆さ まが直接

医療機関等に支払います（ ）

やむを得ない理由で組合員証（ 被扶養者証）

を使えず医療費の全額を支払ったと き

症状が重く 緊急やむを 得ず 医師の指示で

移送さ れたと き

窓口で の自己負担が一定額

以上に な っ た と き は、 高額

療養費や一部負担金払戻金、

家族療養費附加金が自動で

給付さ れます。

短期給付事業

長期給付事業

不要

請求手続き

必要

請求手続き

　 制度の詳細、 支給要件、 請求手続き などについては、 所属し ている 支部のホームページや広報誌を ご覧く ださ い。

支部一覧はこちら ➡
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健康管理事業 一般事業

保 養 関 係 宿泊施設利用補助等

体 育 関 係 各種のスポーツ 大会の支援等

教養・ 文化関係 各種の教養・ 文化行事の開催等

へき 地組合員関係 へき 地組合員を対象とし た事業

そ の 他 福祉保険制度等

特定健診等事業 特定健康診査、 特定保健指導（ 4 0 歳

から 7 4 歳までの方が対象）

健診事業 人間ドック 、 器官別検診

健康づく り 事業 健康教育（ セミ ナーなど）、 健康指導、

健康相談、メ ンタ ルヘルス相談

保健事業

組合員と その被扶養者の皆さ まの心と 体の健康づく り のための事業（ 人間ド ッ ク 、 メ ン タ ルヘルス相談等）

のほか、 各種事業を 行っ ています。

貸付事業

　 組合員の皆さ ま を 資金面で サポート する ための貸付制度を ご 用意し て いま す。

臨時に資金が必要にな っ たと き は、 目的に応じ た貸付けを ご 利用いただけま す。

　 組合員と そのご家族の皆さ まの福祉を増進するため、 次の4つの事業を行っ ています。

退職年金 公務障害年金 公務遺族年金②年金払い退職給付

老齢厚生年金 障害厚生年金 障害手当金 遺族厚生年金①厚生年金保険給付

詳しく はこちら ➡

の種類と

福祉事業
共済組合における

厚生サービス
一般組合員

短期組合員

①厚生年金保険給付 ②年金払い退職給付

詳しく はこちら ➡

自営業者

①厚生年金保険

国民年金基金 企業年金等 ②年金払い退職給付

第2 号

被保険者の

被扶養配偶者

第1 号
被保険者

第3 号
被保険者第2 号被保険者

民間サラ リ ーマン 等

当共済組合の   短期組合員   は

こ ちら に該当し ます

常勤の公務員等

当共済組合の   一般組合員   は

こ ち ら に該当し ます

国民年金（ 基礎年金）

年金制度のイメ ージ

詳しく はこちら ➡ 詳しく はこちら ➡



4

適用外

組合員種別について

　 次の勤務形態の非常勤職員の方が該当し ます。また、常勤職員の

方のう ち、臨時的任用の方は短期組合員と なり ます。共済組合が実

施する事業のう ち、短期給付事業と 福祉事業が適用さ れます。長期

給付は第１ 号厚生年金（ 日本年金機構）に加入し ます。

短期組合員 と は？

長期給付事業

短期給付事業

福祉事業

短
期
組
合
員

令和4 年1 0 月から

● 常勤職員の所定勤務時間以上勤務

し ている方で、勤務期間の見込みが

2 か月を 超える方（ 注3・ 注4 ）

●1 週間の所定勤務時間およ び1か月

の所定勤務日数が常勤職員の3 /4

以上の方であって、勤務期間の見込

みが2 か月を 超える方（ 注3 ）

●左記以外の方であって、次の条件を

全て満たし ている方

　 　 1 週間の所定勤務時間が2 0 時

間以上

　 　 勤務期間の見込みが2 か月を

超える（ 注3 ）

　 　 報酬月額8 万8 千円以上

　 　 学生でない

勤　 務　 形　 態勤　 務　 形　 態

適用

　 主に、 フ ルタ イ ムで 勤務し て いる 常勤職員の方（ 注1・ 注2 ）が該当し ま す。 共済組合が実施する 全て の

事業（ 長期給付事業・ 短期給付事業・ 福祉事業）が適用さ れま す。

一般組合員 と は？

（ 注1 ） 臨時的任用の方を 除き ます。

（ 注2 ） ２ か月以内の期間を 定めて雇用さ れる方は、 共済組合の組合員には該当し ません。

（ 注3 ） 2 か月以内の勤務期間を 定めて使用さ れる方のう ち 、当該期間を 超えて使用さ れるこ と が見込まれる方、または、当該期間を 超えて

引き 続き 使用さ れるに至っ た方を 含みます。

（ 注4） 常勤職員の所定勤務時間以上勤務し た期間が12 か月を 超えるに至った方で、12 か月を 超えて 勤務後も 引き 続き 常勤職員の所定勤務

時間以上勤務見込みの方は、一般組合員と なり 、長期給付も 適用さ れます。

当パンフ レッ ト は、 令和4 年1 0 月1 日時点での内容と なり ます。

禁無断転載

当共済組合のホームページでは、 各事業に関するご案内や、 組合員の皆さ まに向けた最新のお知ら せなど、

組合員の皆さ まに役立つ情報を多数掲載し ていますので、 是非ご活用く ださ い。

h ttp s://w w w .k o u ritu .o r. j p /

発行： 公立学校共済組合

宿泊事業

　 温泉やおいし い料理が楽し める宿泊施設（ 公立共済やすら ぎの宿）を

全国で経営し ています。

　 組合員およ びご家族の方（ 配偶者、 子、 父母、 孫、 祖父母およ び兄弟

姉妹）は、 組合員料金でお得にご利用いただけます。

医療事業

　 よ り 高度な医療サービ スを 行う と と も に保健事業と も 連携し た健康管理

を 進める ため、 福祉事業の一環と し て 全国に８ つの直営病院を 運営し て

い ま す。 一般的な 診療のほか、 人間ド ッ ク 、 特定健康診査な ど 、 疾病の

予防対策も 行っ て いま す。

公立共済やすら ぎの宿ホームページ

h t t p s://w w w .ko u ri t u ya su ra g i . j p /

詳しく はこちら ➡

https://www.kouritu.or.jp/
https://www.kourituyasuragi.jp/

